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お知らせ

産業振興奨励事業について、以下のとおり公募を行います。
令和２年度中の事業実施を希望する方は、要件等をご確認のうえ、役場産業振興課までお申込ください。

１．対象となる事業の要件
　　・水産、農林、商工観光の研究、企業化、実用化等であること
　　・事業開発等審査委員会の審査を受け、審査基準をクリアすること　等
２．申請者の要件
　　本町の住民及び居住地が本町にある者　等
３．奨励金の上限等
　　予算の範囲内とさせていただきます。
４．応募の方法
　　所定の申請様式に必要書類を添付のうえ、お申込みください。
　　様式について詳しくは産業振興課までお問い合わせください。
5．応募の締切
　　令和２年８月２１日（金）までに、申請予定である旨を産業振興課までお知らせいただいた上、
　　令和２年８月２８日（金）までに、書類一式を提出してください。
　　※申請書は締切までに記載内容、添付書類等に不備のないもののみ受付けます。
　　　見積書等手配に時間の掛かるものもありますので、余裕をもってご準備ください。
６．事業開発等審査委員会　令和２年９月中に開催予定
７．お問い合わせ先　　　　西ノ島町役場　産業振興課　☎６－１２２０
８．その他　　　　　　　　公募は、年度ごとに原則 1回限りとしますので、ご注意ください。
　　　　　　　　　　　　　事業は、令和２年度内に完結する必要がありますので、ご注意ください。

令和２年度　産業振興奨励事業の募集について（第２回）

第２８回　しまね景観賞の募集について

１．募集部門
（１）まち・みどり・活動部門
（２）土木施設部門
（３）公共建築物部門
（４）民間建築物部門
（５）屋外広告物・その他部門
２．応募資格
　自薦・他薦を問わずどなたでも応募できます。
３．応募期間
　第２８回の応募締め切りは、９月３０日（水）までとなります。
４．応募の方法
応募用紙（西ノ島町観光定住課にあります）に必要事項を記入の上、資料を添えて提出してください。
詳しくはこちら▼
https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/nature/keikan/keikan_sho/
※新型コロナウィルス感染症の感染状況によっては、中止させていただく可能性があります。

７．お問い合わせ先
　島根県土木都市計画課（〒 690-8501 松江市殿町 1番地　☎０８５２－２２－６７７３）

第 26回しまね景観賞�奨励賞
西ノ島町コミュニティ図書館「いかあ屋」

第 26回しまね景観賞�奨励賞

島根県では、魅力ある島根の景観づくりに貢献している建造物などを各部門ごとに募集します。
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お知らせ

令和２年度西ノ島町職員採用試験を次のとおり行います。

１．受付期間　　令和２年７月７日（火）～令和２年８月１７日（月）

２．試験の種目、試験の区分・職種、採用予定人員及び職務内容
試�験�の�種�目 試��験��区��分 採�用�予�定�人�員 職���務���内���容

高　卒　程　度
一　般　事　務　Ａ ４名 一���般���事���務

一　般　事　務　Ｂ ４名 一���般���事���務

資��格��免��許��職
保　��健�　�師 １名 保��健��師�業�務

保�　�育　��士 ３名 保��育��士��業��務

＊採用予定人員は変更する場合があります。
＊採用時期は、原則令和３年４月１日からですが、希望・状況により要相談とします。

３．受験資格
試験の種目 試�験�区�分 年　　齢　　等

高�卒�程�度

一般事務Ａ
（新卒者）

令和３年４月１日時点で満１８歳から満２６歳までの人で学校教育法によ
る高等学校を卒業、または令和３年３月３１日までに卒業見込みの人

一般事務Ｂ
（社会人経験者）

令和３年４月１日時点で満１９歳から満３５歳までの人で学校教育法によ
る高等学校を卒業、または令和３年３月３１日までに卒業見込みの人

資�格�免�許�職
保　��健�　�師 令和３年４月１日時点で満４５歳までの人で、当該資格を有する人、又は

令和３年３月末までに当該資格を取得見込の人保�　�育　��士

５．その他
　試験の詳細につきましては西ノ島町ＨＰ及び西ｃｈデータ放送をご覧ください。
　特に、今年度の試験より受験者には新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対応をお願いしますので、試験
案内の詳細をよくお読みいただき受験してください。
　受験手続き、その他ご質問等は下記までお問い合わせください。

��〒 684-0211
    島根県隠岐郡西ノ島町大字浦郷５３４番地   西ノ島町役場　総務課　総務管理係
　 TEL　08514-6-0101　FAX　08514-6-0683　Ｅ -mail　info@town.nishinoshima.shimane.jp 

４．試験の日時、内容、試験地及び試験会場
　【第１次試験】

（１）日　　時　令和２年９月２０日（日）
（２）受付時間　午前９時１５分から９時４５分
（３）試験会場　島根県民会館　（松江市殿町１５８）
　　　　　　　��※会場は変更する場合があります。
（４）試験内容　[ 一般事務Ａ・Ｂ ] 教養試験　性格特性検査
　　　　　　　��[ 保健師・保育士 ] 教養試験　専門試験

　【第２次試験】

詳細は第１次試験合格通知の際にお知らせします。
（１）日　　時　令和２年１０月実施予定
（２）試験会場　松江市内予定
（３）試験内容　人物試験

西ノ島町職員募集のお知らせ
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